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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の支柱部材は、周方向に９０度ずつずれた４箇所のポケットを有する支柱本体の外
周に形成された１又は２以上の緊結部と、前記支柱本体上端に固着されたほぞと、同ほぞ
が嵌挿される前記支柱本体下端のほぞ孔とを備え、複数の前記第１の支柱部材を前記ほぞ
と前記ほぞ孔の嵌め合い関係で直列に連結して支柱とし、複数の前記支柱を間隔を空けて
立設配置し、隣接する前記支柱の前記緊結部間に布材を架設することで複数の前記支柱と
複数の前記布材による骨格を形成した仮設足場であって、前記第１の支柱部材は連結され
た前記第１の支柱部材同士がロック機構によって引き抜き不能とされ、前記ロック機構が
前記第１の支柱部材の外周に突出する突出部分を有している仮設足場において、
　第２の支柱部材が前記第１の支柱部材の代わりに前記支柱の一部として配設され、同第
２の支柱部材の支柱本体は、前記第１の支柱部材の前記支柱本体と同径に構成され、前記
ほぞの代わりに上方に配置される前記第１の支柱部材の前記支柱本体を包囲する包囲部を
前記第２の支柱部材の前記支柱本体の上部位置に備え、
　前記包囲部はリング部材であって、前記リング部材には係合手段が形成されるとともに
、前記リング部材には上端から下方に向かって延出される溝が形成され、前記溝は周方向
に張り出した領域を有し、前記張り出した領域の上縁部を係合手段として、前記係合手段
が前記第２の支柱部材の上方に連結された前記第１の支柱部材の前記突出部分と係合され
て前記第２の支柱部材の上方に連結された前記第１の支柱部材の引き抜きが防止されてい
ることを特徴とする仮設足場。
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【請求項２】
　前記リング部材は、前記第２の支柱部材の前記支柱本体上端から上方に突出して前記リ
ング部材を支持する複数の棒部材を備えていることを特徴とする請求項１に記載の仮設足
場。
【請求項３】
　第１の支柱部材は、周方向に９０度ずつずれた４箇所のポケットを有する支柱本体の外
周に形成された１又は２以上の緊結部と、前記支柱本体上端に固着されたほぞと、同ほぞ
が嵌挿される前記支柱本体下端のほぞ孔とを備え、複数の前記第１の支柱部材を前記ほぞ
と前記ほぞ孔の嵌め合い関係で直列に連結して支柱とし、複数の前記支柱を間隔を空けて
立設配置し、隣接する前記支柱の前記緊結部間に布材を架設することで複数の前記支柱と
複数の前記布材による骨格を形成した仮設足場であって、前記第１の支柱部材は連結され
た前記第１の支柱部材同士がロック機構によって引き抜き不能とされ、前記ロック機構が
前記第１の支柱部材の外周に突出する突出部分を有している仮設足場において、
　第２の支柱部材が前記第１の支柱部材の代わりに前記支柱の一部として配設され、同第
２の支柱部材の支柱本体は、前記第１の支柱部材の前記支柱本体と同径に構成され、前記
ほぞの代わりに上方に配置される前記第１の支柱部材の前記支柱本体を包囲する包囲部を
前記第２の支柱部材の前記支柱本体の上部位置に備え、
　前記包囲部は、前記第２の支柱部材の前記支柱本体の外周に固着された複数の棒部材で
構成され、
　前記包囲部には係合手段が形成され、同係合手段が前記第２の支柱部材の上方に連結さ
れた前記第１の支柱部材の前記突出部分と係合されて前記第２の支柱部材の上方に連結さ
れた前記第１の支柱部材の引き抜きが防止されていることを特徴とする仮設足場。
【請求項４】
　前記第２の支柱部材は、周方向に９０度ずつずれた４箇所のポケットを有する支柱本体
の外周に形成された１又は２以上の緊結部を備え、前記第２の支柱部材の上方に連結され
た前記第１の支柱部材の前記突出部分が前記係合手段に係合された状態で前記第１の支柱
部材の前記ポケット位置と前記第２の支柱部材の前記ポケット位置の位相が一致すること
を特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の仮設足場。
【請求項５】
　前記第２の支柱部材はジャッキ型ベース金具上に支持される位置に配置されていること
を特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の仮設足場。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仮設足場等に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から建築現場等に仮設される足場においては、緊結部付きの支柱部材を直列に連結
した支柱部材を直列に連結した支柱を所定の間隔で立設し、梁部材（布材（腕木材も含む
）、ブラケット、根がらみ等）を緊結部に係合させて縦横に組み合わせ、布材に踏み板を
架設した単管足場（一側足場）を用いている。単管足場で使用される支柱は一般に単管支
柱と称されており、比較的低層の建築物用の仮設足場を構築する際に使用されることが多
い。単管足場では一般に最下部にジャッキ型ベース金具が配置されており、地上高に多少
の違いがあってもこのジャッキ型ベース金具によって隣接する単管支柱同士の緊結部（及
び支柱部材の上下接合部位置）が水平方向に揃うように位置調整がされる。このような単
管支柱による仮設足場が開示された一例として特許文献１を示す。
　一般に単管支柱は所定の長さの複数の支柱部材を上下に直列に連結（接続）することで
長尺に構成されているが、各支柱部材の連結構造は、図１２（ａ）と図１２（ｂ）に示す
ような２つのパターンがある。図１２（ａ）では支柱部材の支柱本体となる円筒形パイプ
１００の一端（上端側となる）にほぞ部材１０１が挿し込まれて固定されており、隣接す
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る支柱部材の円筒形パイプ１００の他端（一般には下端）にほぞとほぞ穴の関係で挿し込
まれることで隣接する支柱部材の円筒形パイプ１００同士の上端縁と下端縁が当接して連
結される。これが一般的な支柱部材同士の連結構造である。一方、図１２（ｂ）では円筒
形パイプ１００の一端にそれよりも一回り大きな円筒体１０２を固着し、隣接する他の支
柱部材の円筒形パイプ１００を円筒体１０２内に挿入することで隣接する支柱部材の円筒
形パイプ１００同士の上端縁と下端縁が当接して連結される。
【０００３】
　図１２（ｂ）のように支柱部材の連結をするのは、ほぞを使用したくない場合、例えば
支柱内に電気配線等する場合が考えられる。また、例えば図１２（ａ）のように円筒形パ
イプ１００の内部にほぞ部材１０１を固着すると、単管足場を支えるために使用するジャ
ッキ型ベース金具が干渉してしまう場合が考えられる。ジャッキ型ベース金具の干渉につ
いてより詳しく説明する。
　仮設足場では根がらみを地上に最も近い位置にセットする。根がらみは主として足場の
補強のために設置される布材である。単管支柱の最も下側に配置される支柱部材には、根
がらみ用の緊結部が設けられている。また、ジャッキ型ベース金具はこの最も下側に配置
される支柱部材に連結されることとなる。足場を設置する地面に階段や傾きがある場合に
はジャッキ型ベース金具の調節ナットの位置を調整して隣接する単管支柱の緊結部の高さ
を水平になるように調整するが、ジャッキ型ベース金具による調整では足りない場合に、
図１３のような根がらみ専用の上下長さが短い根がらみ専用の支柱部材１０５を使用する
場合がある。根がらみ専用の支柱部材１０５の本体１０６には根がらみ専用の緊結部１０
７が設けられている。
【０００４】
　ここで、この根がらみ専用の支柱部材１０５の本体１０６に上方の支柱部材１０８と連
結するためのほぞ部材１０９を上端に固着するものとする（図１３では破線で示されてい
る）。すると、図１３のようにジャッキ型ベース金具１１０において調節ナット１１１に
対するねじ棒１１２の上方側の突出量１１３が多い場合にはねじ棒１１２の太さにもよる
が、ねじ棒１１２の上部がほぞ部材１０９の下端に干渉してしまってねじ棒１１２を上方
に進出させられない場合がある。そのため、このような干渉なくねじ棒１１２を根がらみ
専用の支柱部材１０５よりも上方に進出させるために、図１２（ａ）ではなく、図１２（
ｂ）のような連結構造とする必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－１４８０３号公報　図１、図１１、図１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、図１２（ｂ）のような連結構造であると、図１２（ａ）の連結構造と比べてい
くつかの課題が生じる。例えば、図１２（ａ）の連結構造の代わりに一部に図１２（ｂ）
のような連結構造を採用した場合に、外力を受けて連結した支柱部材同士が抜けてしまう
いわゆる引き抜きをどのように防止するかが課題の１つとして生じる。「引き抜き」とは
例えば地震や強風等で架設足場が上下に持ち上げられたり大きく変形したりした際に連結
した支柱部材同士が離間して外れてしまうことである。図１２（ａ）のような場合では、
例えば、下方側の支柱部材のほぞ部材１０１を上方側の支柱部材の円筒形パイプ１００の
下端に連結させる際に、ほぞ部材１０１に形成したピン孔１１５と上側に配置される円筒
形パイプ１００の下端寄りに形成したピン孔１１６とを照合させ、ロックピン１１７を外
方から打ち込んで固定することができる。
　しかし、図１２（ｂ）のような連結構造ではそもそもほぞ部材１０１を有していないた
め、支柱部材同士の引き抜きを防止することができなかった。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　上記課題を解決するために、第１の支柱部材は、周方向に９０度ずつずれた４箇所のポ
ケットを有する支柱本体の外周に形成された１又は２以上の緊結部と、前記支柱本体上端
に固着されたほぞと、同ほぞが嵌挿される前記支柱本体下端のほぞ孔とを備え、複数の前
記第１の支柱部材を前記ほぞと前記ほぞ孔の嵌め合い関係で直列に連結して支柱とし、複
数の前記支柱を間隔を空けて立設配置し、隣接する前記支柱の前記緊結部間に布材を架設
することで複数の前記支柱と複数の前記布材による骨格を形成した仮設足場であって、前
記第１の支柱部材は連結された前記第１の支柱部材同士がロック機構によって引き抜き不
能とされ、前記ロック機構が前記第１の支柱部材の外周に突出する突出部分を有している
仮設足場において、
　第２の支柱部材が前記第１の支柱部材の代わりに前記支柱の一部として配設され、同第
２の支柱部材の支柱本体は、前記第１の支柱部材の前記支柱本体と同径に構成され、前記
ほぞの代わりに上方に配置される前記第１の支柱部材の前記支柱本体を包囲する包囲部を
前記第２の支柱部材の前記支柱本体の上部位置に備え、前記包囲部には係合手段が形成さ
れ、同係合手段が前記第２の支柱部材の上方に連結された前記第１の支柱部材の前記突出
部分と係合されて前記第２の支柱部材の上方に連結された前記第１の支柱部材の引き抜き
が防止されているようにした。
【０００８】
　このように、第１の支柱部材同士を引き抜きできなくする（ロックする）ためのロック
機構の第１の支柱部材の外周に突出する突出部分を利用し、第２の支柱部材に形成した包
囲部の係合手段に係合させることで、第２の支柱部材の上に第１の支柱部材を載置した場
合でも、第２の支柱部材から第１の支柱部材が引き抜かれないようにすることが可能とな
る。そして、このように第１の支柱部材の突出部分を利用することによって、第１の支柱
部材と第２の支柱部材との間に新たに別の引き抜き防止のための機構を設ける必要がなく
なる。
【０００９】
　ここに「仮設足場」は複数の支柱と、それら支柱に架設された複数の布材とから基本的
な骨格が形成されている。これに作業者が歩くための足場板が架設される。現場の状況に
応じて必要に応じて例えば斜材や階段等の部材が配設される。
　「支柱」とは仮設足場用の部材としての支柱部材の支柱本体が上下方向において直列に
連結された長尺体であり、仮設足場において支柱の数や配置位置、各々の長さは設置され
る位置に応じて区区である。
　また、足場全体としてはジャッキ型ベース金具で支持されている支柱だけでなく、固定
型ベース金具で支持されている支柱があってもよい。
　ここに、「１又は２以上の緊結部」は、３以上の場合には緊結部はある所定の間隔を空
けて配置され、その間隔は同じであることが足場構築のためによいが、必ずしもすべての
支柱部材が同じ緊結部の数である必要はない。例えば、根がらみ用の布材が架設される緊
結部は、イレギュラー的に足場の最も下側に配置されるため、通常の緊結部間の間隔に比
べて隣接する上方の緊結部との間隔は狭くなっている。根がらみ用の緊結部ではない通常
の緊結部であっても異なる間隔の支柱部材とすることもよい。
　「緊結部」は、支柱本体の周方向に９０度ずつずれた緊結部の４箇所のポケットがある
ことがよい。このように緊結部のポケットを形成すれば、布材を平行あるいは直交して容
易に架設させることができ、速やかに三次元的な仮設足場を構築できるからである。緊結
部は例えば、鍔状のプレートに同高さ位置に９０度ずつずれたポケットや、各ポケットが
独立して壁部で包囲されていてもよい。また、ポケットがすべて同じ高さであっても、例
えば隣接するポケット同士の高さが上下方向にずれ、１８０度対向するポケット同士の高
さは同じであるように構成されていてもよい、また、ポケットの大きさ、形状は同じであ
ることがよいが、布材を架設できるのであればポケットの大きさ、形状はすべて同じであ
る必要はない。
【００１０】
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　「ロック機構」は、本発明では連結された第１の支柱部材同士に外力が作用した際の引
き抜きを防止するために設けられる。例えば、第１の支柱部材の下方に配置され支柱本体
内部にピン部材を進退させる機構としたり、例えば、ほぞと第１の支柱部材の下方寄りに
形成したピン孔を照合させ、それらピン孔間に挿通して第１の支柱部材の直径方向に掛け
渡した長尺のピン部材としたりすることができる。
　「ロック機構が前記第１の支柱部材の外周に突出する突出部分を有し」というのは、例
えばピン部材を進退させる機構において第１の支柱部材の外周に形成されたり露出したり
する部分の一部であったり、例えば上記の第１の支柱部材の直径方向にピン部材を掛け渡
した際に第１の支柱部材の外周に突出するピンの一部であったりする。
　「包囲部」は第２の支柱部材の支柱本体の上方に配置されて上下方向に直列に連結され
る第１の支柱部材の支柱本体の下端寄り部分を包囲する。包囲部は完全に第１の支柱部材
を完全に目視できないように包囲しても、部分的に第１の支柱部材の支柱本体が見えるよ
うに包囲してもよい。要は、第２の支柱部材の上方に設置された第１の支柱部材が脱落し
ないように周囲から保持できるような形状であればよい。
　「係合手段」は第１の支柱部材の突出部分と係合される手段である。突出部分と係合さ
れるため、第１の支柱部材の引き抜き方向において突出部分が干渉してしまうような形状
がよく、第１の支柱部材は相対的に上方に引き抜かれるため、係合手段は突出部分の上方
に配置されることがよい。
【００１１】
　第２の手段として、前記第２の支柱部材は、周方向に９０度ずつずれた４箇所のポケッ
トを有する支柱本体の外周に形成された１又は２以上の緊結部を備え、前記第２の支柱部
材の上方に連結された前記第１の支柱部材の前記突出部分が前記係合手段に係合された状
態で前記第１の支柱部材の前記ポケット位置と前記第２の支柱部材の前記ポケット位置の
位相が一致するようにした。
　これによって、ポケット位置の位相を一致させることで同時に突出部分に対して係合手
段が係合状態となるため、引き抜きが防止された位置に第１の支柱部材が第２の支柱部材
の上に引き抜きが防止された状態でセットされたことが認識できる。
　「位相が一致」するとは、つまり、緊結部のポケットの向きが上下位置で周方向におい
て一致することである。
【００１２】
　第３の手段として、前記包囲部は、前記第２の支柱部材の上部位置に配設されたリング
部材であるようにした。
　リング体であると、第１の支柱部材を包囲しやすいからである。
　　ここに、「リング部材」とは、各棒部材を湾曲して結ぶ無端状の部材であって、金属
体で構成することがよい。断面形状として円形であってもそれ以外の形状、例えば方形で
あっても板状であってもよい。全体が筒状に構成されていても厚みのない座金状であって
もよい。また、中実であってもパイプ状であってもよい。
　第４の手段として、前記リング部材には上端から下方に向かって延出される溝が形成さ
れ、前記溝は周方向に張り出した領域を有し、前記係合手段は前記張り出した領域の上縁
部であるようにした。
　このような形状の係合手段であれば、第１の支柱部材をリング部材内に嵌合させる際に
、まず突出部分が干渉しないように突出部分を溝に沿って相対的に第２の支柱部材の上部
位置に下降させ、次いで第１の支柱部材を第２の支柱部材に対して相対的に周方向に回動
させ、突出部分を張り出した領域に移動させることで、突出部分を上縁部の下方位置に配
置させることができ、引き抜き力が作用した際に第１の支柱部材の突出部分がちょうど上
縁部が干渉する位置となるため、第２の支柱部材の上に載置した第１の支柱部材を引き抜
きできないように保持することが可能となる。
【００１３】
　第５の手段として、前記包囲部は、前記第２の支柱部材の前記支柱本体の外周に固着さ
れた複数の棒部材であるようにした。
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　複数の棒部材で第１の支柱部材を包囲すると、第２の支柱部材の上に第１の支柱部材を
載置した際に、両者の支柱本体の当接部分を周囲から視認しやすくなるからである。それ
によって、異物等が挟まっていないかどうかを確認しやすくなる。このように棒部材で第
１の支柱部材を包囲する場合には棒部材に係合手段を固着したり、棒部材を変形させて係
合手段とすることとなる。
【００１４】
　ここに「棒部材」は、本発明では横（幅）方向に対して縦方向が十分長い長尺の金属体
であることがよい。例えば直線的であっても途中で屈曲したり湾曲したりした部分があっ
てもよい。棒部材の横断面形状は円形であってもそれ以外の形状、例えば方形であっても
よい。中実であってもパイプ状であってもよい。当該支柱部材の支柱本体の上方に配置さ
れた支柱部材の支柱本体の周方向に沿った湾曲部分を有した棒部材であってもよい。要は
、当該支柱部材の支柱本体の上方に配置された支柱部材の支柱本体を包囲できるように突
出されていればよく、加えてある棒部材と他の某部材との間隔が支柱本体の周方向に十分
あって支柱部材同士の支柱本体の上下端部の当接状態が周囲から十分視認できればよい。
しかし、棒部材の支柱本体上端と交差する位置における横幅を合算した長さが支柱本体外
周の周長の半分以下であることがよい。
　棒部材は複数である。複数であれば第２の支柱部材の支柱本体の上方に配置した第１の
支柱部材の支柱本体を包囲できるからである。例えば、２本の棒部材を１８０度対向する
位置（つまり、均等な間隔）で配置した場合、棒部材に保持する当該支柱部材の支柱本体
の上方に配置された隣接する支柱部材の支柱本体と面する横断面方向の幅があれば、この
間に挟まれた当該支柱本体の上方に配置された隣接する支柱本体は脱落せずに十分保持さ
れる。「横断面方向の幅がある」とは、例えば棒部材の横断面形状が方形であったり、当
該支柱部材の支柱本体の上方に配置された支柱部材の支柱本体の周方向に沿った湾曲部分
を有している場合である。これが棒部材が３本であると、２本の場合に比べてより安定的
に保持される。また、３本以上であると棒部材には前記のような横断面方向の幅はなくと
も３点以上で支柱本体を包囲できるためよい。この場合には例えば、棒部材の形状は横断
面円形であってもよい。
　あまり棒部材の数が多いと棒部材を固着する加工コストや材料コストがかかり、柱部材
同士の支柱本体の上下端部の当接状態が視認しにくくなるため、棒部材の太さにもよるが
、ポケットの数に対応した４本が最もよい。複数の棒部材の長さは同じであることがよい
が、異なっていてもよい。
【００１５】
　第６の手段として、前記包囲部は、前記リング部材と、前記第２の支柱部材の前記支柱
本体上端から上方に突出して前記リング部材を支持する複数の棒部材から構成されている
ようにした。
　このように包囲部をリング部材を支持する複数の棒部材から構成することで、第２の支
柱部材の上に第１の支柱部材を載置した際に、両者の支柱本体の当接部分が周囲から視認
しやすくなる。それによって、異物等が挟まっていないかどうかを確認しやすくなる。ま
た、棒部材がリング部材によって連結されるため、棒部材だけの場合よりも包囲部の強度
が向上する。
【００１６】
　第７の手段として、前記第２の支柱部材はジャッキ型ベース金具上に支持される位置に
配置されているようにした。
　つまり、第２の支柱部材を支柱の最も下側のジャッキ型ベース金具上に支持される部材
であることがよいことを主張するものである。特によいのはジャッキ型ベース金具を装着
した際にネジ棒部分がこの最も下側の第２の支柱部材の支柱本体から上方に突出する場合
である。第２の支柱部材ははほぞとほぞ孔の関係で連結しないため、ネジ棒の干渉がなく
なるためである。
【発明の効果】
【００１７】
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　本発明によれば、第１の支柱部材同士の引き抜きを防止するためのロック機構の一部を
構成する突出部分を利用することによって、引き抜き力が作用した際に第２の支柱部材か
ら第１の支柱部材が脱落してしまうことが防止でき、第１の支柱部材と第２の支柱部材と
の間にあえて別の引き抜き防止用の機構を設けなくとも第１の支柱部材が脱落することが
なくなる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態の仮設足場用の支柱部材であって（ａ）は平面図、（ｂ）は
正面図。
【図２】同じ実施の形態の仮設足場用の支柱部材の斜視図。
【図３】（ａ）～（ｃ）は同じ実施の形態の仮設足場用の支柱部材に他の支柱部材を連結
させる際の工程を説明する説明図。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は図３の状態から更に布材を係止させる際の工程を説明する説
明図。
【図５】仮設足場を構築するために使用する支柱部材であって（ａ）は根がらみ用支柱部
材の斜視図、（ｂ）及び（ｃ）は根がらみ用ではない支柱部材の斜視図。
【図６】図５（ｂ）のＡ－Ａ線で断面した際のロック金具周辺の説明図であって（ａ）は
ピンが支柱本体内に進出した状態、（ｂ）は本体プレートを引っ張ってピンを支柱本体か
ら後退させた状態、（ｃ）は（ｂ）の状態からピンを反時計回り方向に回動させた状態。
。
【図７】本発明の実施の形態の仮設足場用の支柱部材を使用して構築した仮設足場の概要
図。
【図８】図７の仮設足場に使用する布材の斜視図。
【図９】図７の仮設足場に使用するジャッキ型ベース金具の正面図。
【図１０】本発明の他の実施の形態の仮設足場用の支柱部材であって（ａ）は斜視図、（
ｂ）は平面図。
【図１１】本発明の他の実施の形態の仮設足場用の支柱部材に使用する棒部材の斜視図。
【図１２】（ａ）及び（ｂ）は単管支柱における支柱部材の連結構造を説明する説明図。
【図１３】ほぞを有する根がらみ用の支柱部材でジャッキ型ベース金具が使用できない場
合を説明する説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の仮設足場用の支柱部材を具体化した実施の形態について図面に基づいて
説明する。
　図１及び図２に、仮設足場用の支柱部材の一例として、第２の支柱部材としての根がら
み用の支柱部材１を示す。支柱部材１は後述する仮設足場Ｔにおいて最も地上面Ｓに近い
位置に配置される支柱部材である。
　支柱部材１は金属製の支柱本体２を備えている。支柱本体２は真円形状の上下に開口さ
れた円筒形形状に形成され、本実施の形態では一例として全長１８０．０ｍｍ、外径５０
．０ｍｍ、外周１５７ｍｍほど、厚み２．５ｍｍとされている。
　支柱本体２の下端寄り外周面には金属製の緊結部３が溶接にて固着されている。本実施
の形態では、一例として緊結部３は支柱本体２の下端面から４０．５ｍｍ～８１．０ｍｍ
の位置にかけて形成されている。緊結部３は平面視コ字状に屈曲された金属板からなる４
つのホルダー４を組み合わせて構成されている。本実施の形態ではホルダー４を構成する
金属板の厚みは一例として３．５ｍｍを採用した。ホルダー４は９０度ずつずれて同じ高
さ位置に配設されている。各ホルダー４の上端と下端縁はそれぞれ同一平面上に配置され
、かつ上端と下端縁は平行である。少なくとも上端は同一平面上にあって水平に配置され
ることがよい。
　４つのホルダー４が支柱本体２周囲に固着された状態で支柱本体２外周面とコ字状のホ
ルダー４の内面によってポケット５が形成される。ポケット５は上下方向に連通されてい
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る。各ホルダー４は略正方形の正面プレート４ａと、その左右に９０度屈曲させた側面プ
レート４ｂとから構成されている。側面プレート４ｂは上方から下方に向かって徐々に前
後幅が小さくなるように構成されている。そのため、ポケット５は上方側の開口部から下
方側の開口部に向かって狭く（窄まって）なっている。正面プレート４ａには軽量化を図
るための手段として透孔６が形成されている。
　ホルダー４は支柱本体２と接する端縁形状の異なる２種類（以下、緊結部３の説明にお
いては端縁形状の違いで４Ａ、４Ｂとして区別する）が用意されており、端縁形状以外は
４つともすべて同じ形状とされている。ホルダー４Ａは上下端縁部分が浅く切り欠かれ、
ホルダー４Ｂは上下端縁部分を残して中央が浅く切り欠かれている。同じ端縁形状の２つ
のホルダー４同士は支柱本体２の周方向の１８０度ずつずれた位置に配置されている。各
ホルダー４Ａ、４Ｂは隣接するホルダー４Ａ、４Ｂと端縁部分が互い違いとなるように（
干渉しないように）交差して組み合わされて支柱本体２に端縁が当接され、交差部分を隠
すように溶接される（図１及び図２は溶接される前の状態で、固着状態では溶接のビード
で交差部分は見えなくなる）。このように隣接するホルダー４Ａ、４Ｂ同士の端縁部分が
交差するのは、なるべく各ホルダー４Ａ、４Ｂの横幅を広く形成してポケット５を大きく
するためである。
【００２０】
　支柱本体２の上端寄り外周面には棒部材としての同じ長さの金属製の４本のピン１０が
固着されている。ピン１０は中実の直線状（まっすぐに）に構成された真円形状の円柱体
であって、、本実施の形態では一例として全長６０．０ｍｍ、直径８．０ｍｍとされてい
る。ピン１０は支柱本体２の外周面を支柱本体２の軸線方向に沿って（つまり長手方向平
行に）溶接によって固着されている。ピン１０は支柱本体２の周囲において９０度ずつず
れた位相位置に均等な間隔となるように配置され、かつ配置位置はちょうど緊結部３にお
ける各ホルダー４Ａ、４Ｂの交差する位置の上方とされている。
　各ピン１０は支柱本体２の外周面に沿って固着され、支柱本体２の上端２ａから上方に
同じ突出量で突出させられている。本実施の形態では３５ｍｍ程度が、つまり全長の半分
よりも若干多く支柱本体２の上方に及んでいる。外周１５７ｍｍほどの支柱本体２に対し
てわずか直径８．０ｍｍの円柱形の４本のピン１０で包囲しているため、支柱本体２の上
端２ａ周辺の視認性はよい。
【００２１】
　ピン１０の上端にはリング部材としての金属製のカバー１１が溶接によって固着されて
いる。カバー１１は真円形状の筒体である。本実施の形態では一例として高さ９０．０ｍ
ｍ、内径５０．５ｍｍ、厚み８．０ｍｍとされている。カバー１１の下端には９０度ずつ
ずれた切り欠き１２が形成されており、この切り欠き１２内に４本のピン１０が収まるよ
うになっている（各図では溶接される前の載置状態を示しているが、実際は固着状態では
溶接のビードで切り欠き１２は見えない）。このように切り欠き１２内にピン１０を配置
させることによって組み付けの際に緊結部３とカバー１１とを所定の位相関係とすること
が簡単にできる。
　カバー１１は一部が切り欠かれて通路状に溝部１３が形成されている。溝部１３はカバ
ー１１の上端から下端近くまで及ぶとともにカバー１１の中央付近から溝部１３の下端に
かけて周方向に向かって折れ曲がるように拡がって形成され、全体として途中で屈曲した
部分を有する逆Ｌ字状のような外観とされている。本実施の形態では溝部１３の途中で周
方向に張り出し状に拡がることで屈曲した形状となった内側上部分（図１（ｂ）の溝１３
の水平な部分）を係合部１４とする。また、屈曲された溝部１３の最も奥位置となる上下
に延びる直線部分は後述するロック金具３１が支持される支持プレート３５が干渉する規
制部１５とする。係合部１４と規制部１５は後述するように根がらみ用の支柱部材１の上
側に連結される図４（ｂ）の支柱部材２１Ｃが支柱本体２上に設置された際のロック金具
３１の位置に対応して周方向に拡がっている。規制部１５の上下長さは支持プレート３５
の上下幅よりもわずかに長く形成されている（干渉しないように少なくとも長くなければ
いけない）。
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　図１（ｂ）に示すように、溝部１３は平面視において隣接するホルダー４を跨ぐ位置に
おいて形成されている。溝部１３の屈曲位置は一方のホルダー４の中央付近とされその位
置から周方向に向かって係合部１４はとされている。溝部１３の左右幅は本体プレート３
２の左右幅よりもわずかに長く形成されている（干渉しないように少なくとも長くなけれ
ばいけない）。
　規制部１５の面は図１（ｂ）の正面側のホルダー４Ａの側面プレート４ｂの内面と平面
視において位置が一致する。
　カバー１１の下端１１ａと緊結部３（つまりホルダー４）の上端３ａとの間隔は後述す
る布材４１のクサビ片４２の長さよりも長く構成されている。しかし、ピン１０の下端１
０ａと緊結部３の上端３ａとの間隔はクサビ片４２の長さよりも短い。
【００２２】
　次に、実施の形態の根がらみ用の支柱部材１の使用方法を具体的に設置したいわゆる単
管足場（あるいは一側足場）と呼称される仮設足場Ｔの構造とともに簡単に説明する。
　まず、簡単に上記根がらみ用の支柱部材１以外の仮設足場Ｔの構築のために使用される
足場用の部材について説明する。
　図５（ａ）は従来の根がらみ用の支柱部材２１Ａである。図５（ｂ）と図５（ｃ）は、
根がらみ用ではない（つまりジャッキ型ベース金具４５に支持されない）支柱部材２１Ｂ
、２１Ｃである。
　まず、従来の根がらみ用の支柱部材２１Ａについて説明する。
　根がらみ用の支柱部材２１Ａは金属製の支柱本体２２を備えている。支柱本体２２は根
がらみ用の支柱部材１と同じパイプであり長さのみ異なる。支柱本体２２には上下方向の
３箇所にそれぞれ離間して緊結部２３（以下、下から２３Ａ～２３Ｃとして説明する）が
溶接にて固着されている。各緊結部２３Ａ～２３Ｃの形状は上記根がらみ用の支柱部材１
の緊結部３と同じであるため説明を省略する。最も下部の緊結部２３Ａは上記根がらみ用
の支柱部材１に形成された緊結部３と下端位置から同じ高さとなる位置に配設されている
。つまり、緊結部２３Ａは根がらみ用の布材を係止するための専用となる。緊結部２３Ａ
とその上の中央の緊結部２３Ｂとの間隔は本実施の形態では４５０ｍｍとする。中央と上
部の緊結部２３Ｂ、２３Ｃの間隔は仮設足場Ｔにおける支柱部材２１の基準となる間隔（
以下、これを基準間隔とする）であり、本実施の形態では９００ｍｍとする。つまり、仮
設足場Ｔにおいては、根がらみ用の布材を係止するための緊結部２３Ａは基準間隔よりも
狭い間隔で配設される（根がらみ用の支柱部材１も含めて）。各緊結部２３Ａ～２３Ｃの
ホルダー２４の向き（位相）は一致する。
　支柱本体２２の上端位置にはほぞ２５が溶接によって固定されている。ほぞ２５の基部
寄りには引き抜き防止用（ロック用）の透孔２６が形成されている。ほぞ２５は他の支柱
部材２１の支柱本体２２の下端開口部をほぞ孔として連結される。
　尚、この根がらみ用の支柱部材２１Ａの長さは一例であって、他の長さサイズを用意す
ることも可能である。その場合には緊結部２３は必ず基準間隔を空けながら増していくた
め、長さは基本的に基準間隔に応じて飛び飛びに増えていく（不連続に長くなる）。
【００２３】
　次に、根がらみ用ではない支柱部材２１Ｂ、２１Ｃについて説明する。これらは根がら
み用の支柱部材１、２１Ａよりも上の層に使用される部材である。図４（ｂ）の長い方を
長尺の支柱部材２１Ｂとし、図４（ｃ）の短い方を短尺の支柱部材２１Ｃとする。長尺の
支柱部材２１Ｂ及び短尺の支柱部材２１Ｃは本実施の形態では第１の支柱部材となる。短
尺の支柱部材２１Ｃは支柱本体２２が短いサイズ（つまり長尺の支柱部材２１Ｂの半分サ
イズ）であり、緊結部２３が１つであること以外は長尺の支柱部材２１Ｂと同じ構成であ
るため、同じ番号を付すことで短尺の支柱部材２１Ｃの詳しい説明は省略する。
【００２４】
　図５（ｂ）に示すように、長尺の支柱部材２１Ｂは金属製の支柱本体２７を備えている
。支柱本体２７は根がらみ用の支柱部材１、２１Ａと同じパイプであり、長さのみ異なる
。支柱本体２７には上下２箇所に基準間隔で離間して緊結部２８が溶接にて固着されてい
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る。各緊結部２８の形状は根がらみ用の支柱部材１の緊結部３、２３Ａ～２３Ｃと同じで
あるため説明を省略する。支柱本体２７の上端位置にはほぞ２９が挿入されて溶接によっ
て固定されている。ほぞ２９は上記ほぞ２５と同じ形状である。ほぞ２９の基部寄りには
ロック用の透孔３０が形成されている。ほぞ２９は他の支柱部材２１Ｂの支柱本体２７の
下端開口部をほぞ孔として連結される。支柱本体２７の下端寄り位置にはロック金具３１
が形成されている。図６（ａ）（ｂ）に示すように、ロック金具３１は本体プレート３２
と、本体プレート３２に固着されたロックピン３３と、同じく本体プレート３２に固着さ
れたロックプレート３４を備えている。ロック金具３１は支柱本体２７外周に固着された
支持フレーム３５上に配置されている。ロック金具３１は支持フレーム３５内のコイルば
ね３６のばね力によって常時支柱本体２７側に押し付けられており、その押し付け状態で
本体プレート３２が支持フレーム３５上に載置されている。ロックピン３３は透孔３７か
ら支柱本体２７側に出没可能とされており、本体プレート３２が支持フレーム３５上に載
置された状態ではその先端が支柱本体２７進出させられている。透孔３７は支柱本体２７
の下端開口部にほぞ２５、２９が挿し込まれた際にほぞ２５、２９の透孔２６に照合する
位置に形成されている。ロックピン３３の先端は斜めにカットされた案内面３３ａが形成
されており、ここではほぞ２５、２９が挿し込まれる上方に向けられている。
　これは一例であって、基準間隔の異なる他の長さサイズを用意することも可能である。
その場合には緊結部２８は必ず基準間隔を空けながら増していくため、長さは基本的に基
準間隔に応じて飛び飛びに増えていく（不連続に長くなる）。
　図５（ｂ）や図５（ｃ）のような根がらみ用ではない支柱部材２１Ｂ、２１Ｃは建物の
高さに応じて根がらみ用の支柱に上に次々と連結して仮設足場Ｔの支柱Ｐを構築していく
部材である。ほぞ２９とほぞ孔となる支柱本体２７の下端開口部とによって連結され、ほ
ぞ２９は支柱本体２７の下端開口部に対してロック金具３１を使用して脱落が防止される
こととなる。
【００２５】
　このような支柱部材２１Ｂ、２１Ｃを相互に、あるいは根がらみ用の支柱部材２１Ａと
連結する際には、ロック金具３１を使用してほぞとほぞ孔との連結構造を引き抜きできな
いようにロックするようにする。
　　そのため、まず作業者は、ロックピン３３が突出した状態のロック金具３１に対して
透孔３７とほぞ２５、２９の透孔２６が周方向に同じ位相位置となるように配置し、ほぞ
２５、２９を挿入する。するとロックピン３３の案内面３３ａがほぞ２５、２９に当たっ
て押し戻される（つまり図６（ｂ）の状態）ため、ほぞ２５、２９はそのまま進出でき、
透孔３７、２６同士が合致することで、ロックピン３３は再びコイルばね３６の付勢力で
突出するため自動的にほぞ２５、２９はロック状態となる。
　一方、連結状態の支柱部材２１同士を取り外す場合には、作業者はロック金具３１の本
体プレート３２を「つまみ」として掴んで図６（ｂ）のようにロックピン３３を非進出状
態とし、次いでロック金具３１を反時計方向に回動させてロックプレート３４を本体プレ
ート３２と支持フレーム３５の間に噛ませる（図６（ｃ）の状態）。つまり、ロック金具
３１を非進出状態にロックする。この状態でほぞ２５、２９のロック状態が解除されるた
めほぞ２５、２９を抜き、次いでロック金具３１を図６（ａ）の状態に戻す。
【００２６】
　図８は梁部材としての布材４１である。布材４１は金属製の断面円形のパイプ部材であ
って、両端にクサビ片４２が固着されている。本実施の形態では１８００ｍｍで構成され
ている。
　図９はジャッキ型ベース金具４５である。ジャッキ型ベース金具４５は台板４６と、中
実又は中空のねじ棒４７と調節ナット４８を基本的な構成とする仮設足場Ｔの最下部に配
置される部材である。調節ナット４８は雄ネジとなるねじ棒４７に対して雌ネジの関係と
なる図示しないネジ部をその内周に備えたナット本体５１を備えており、ナット本体５１
を中心に１８０度対向する位置にハンドルバー５２が一体的に形成されている。調節ナッ
ト４８の上面にはリング状の天井部５３が形成されている。本実施の形態では根がらみ用
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の支柱部材１と天井部５２上に根がらみ用の支柱部材１、２１Ａが立設させられる。
【００２７】
　次に、仮設足場Ｔの概要について説明する。
　図７に示すように、仮設足場Ｔは途中に段差のある地上面Ｓに構築される。仮設足場Ｔ
はジャッキ型ベース金具４５に支持された上記各種類の支柱部材１、２１Ａ～２１Ｃを地
上面Ｓの高さに応じて選択的に連結した複数の支柱Ｐと、緊結部３、２３Ａ～２３Ｃ、２
８に水平に架設した複数の布材４１から構成されている。本実施の形態では一段高い側を
地上面Ｓ１とし、低い側を地上面Ｓ２とする。尚、図７では図示しない建物に対して平行
となる方向のみの二次元的な仮設足場Ｔの構造概要を図示しているが、実際の架設足場で
は図面の奥方向にも図示しない布材が架設され、足場は三次元的に構築されるものとする
。本実施の形態では特に根がらみ用の支柱部材１の説明に特化しているため、通常仮設足
場Ｔに配設されるその他の部材、例えば足場板、斜材、階段等は図示していない。また、
複数の布材４１は本発明と直接関係のある根がらみ用の最下部のみ実線で示し、上段（上
層）の布材４１は破線で示した。
　本実施の形態では、高い側の地上面Ｓ１に設置される支柱Ｐは、ジャッキ型ベース金具
４５によって支持された上記根がらみ用の支柱部材１から１段目が開始する。一方、低い
側の地上面Ｓ２に設置される支柱Ｐは、ジャッキ型ベース金具４５によって支持された図
４（ａ）の根がらみ用の支柱部材２１Ａから１段目が開始する。このように地上面Ｓ１と
地上面Ｓ２はかなり大きな高さの違い、つまりジャッキ型ベース金具４５では物理的、あ
るいは法規的に無理である場合にこのように異なる根がらみ用の支柱部材、２１Ａを使用
する。ジャッキ型ベース金具４５で吸収できる高さであれば異なる根がらみ用の支柱部材
、２１Ａを使用する必要はない。
　根がらみ用の支柱部材１の緊結部３の高さは、根がらみ用の支柱部材２１Ａの緊結部２
３Ｂと同じ高さとなるようにジャッキ型ベース金具４５によって調整されている。高い側
の地上面Ｓ１の根がらみ用の支柱部材１の上側（２段目）にはまず、図４（ｃ）の支柱部
材２１Ｃが連結される。支柱部材２１Ｃの上側（３段目）に図４（ｂ）の支柱部材２１Ｂ
が連結されている。このとき、ジャッキ型ベース金具４５のねじ棒４７は根がらみ用の支
柱部材１の支柱本体２を通過して支柱部材２１Ｃの支柱本体２７まで及んでいる。
　これに対して低い側の地上面Ｓ２に設置された根がらみ用の支柱部材２１Ａは、その１
本のみで高い側の地上面Ｓ１の支柱部材２１Ｃとちょうど同じ高さとなっているため（１
段目）、この上側（２段目）に図４（ｂ）の支柱部材２１Ｂが連結されている。根がらみ
用の支柱部材２１Ａの支柱本体２２はジャッキ型ベース金具４５のねじ棒４７の進出可能
長さに対して長さが十分あるため（支柱本体２２のほうがねじ棒４７より長い）、ねじ棒
４７が根がらみ用の支柱部材２１Ａを越えて上方に突出することはない。
　このように地上付近の高さの違いを、異なる長さサイズの支柱部材１、２１Ａ～２１Ｃ
を使用して、加えて若干の高さ調整をジャッキ型ベース金具４５によって行うことで、少
なくとも３段目以降は同じ長さの支柱部材、例えば図４（ｂ）の支柱部材２１Ｂによって
すべての支柱Ｐの列を構築できる。仮設足場Ｔの構築状態で緊結部３、２３Ａ～２３Ｃ、
２８のホルダー４、２４の向き（位相）は隣接する支柱Ｐ間に正確にホルダー４、２４が
対向するように配置され、布材４１のクサビ片４２が対向するホルダー４、２４間に打ち
込まれている。
【００２８】
　次に、このように構築される仮設足場Ｔにおいて、上記実施の形態の根がらみ用の支柱
部材１の使用方法、特に図４（ｂ）の支柱部材２１Ｃを上方に連結する場合について説明
する。
　図３（ａ）に示すように、根がらみ用の支柱部材１の真上に支柱部材２１Ｃを配置させ
る。その際に支柱部材２１Ｃのロック金具３１の本体プレート３２を、根がらみ用の支柱
部材１のカバー１１に干渉しないように、カバー１１の溝部１３に照合する位相位置（つ
まり、溝部１３の上方位置）に配置する。そして、その状態から根がらみ用の支柱部材１
に対して相対的に支柱部材２１Ｃを接近させる（例えば、支柱部材２１Ｃ側を下降させる
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）。すると、支柱部材２１Ｃの支柱本体２７は、根がらみ用の支柱部材１のカバー１１内
を通過し、支柱本体２７の下端２７ａは支柱部材２１Ｃの支柱本体２の上端２ａ上に当接
させられることとなる。そして、その状態でロック金具３１（の本体プレート３２）は溝
部１３の下端寄り位置に配置される（図３（ｂ）の状態）。そして、この状態で相対的に
支柱部材２１Ｃを回動させ（図３（ｃ）では根がらみ用の支柱部材１が回動しているよう
な図示となっている）、ロック金具３１が支持されている支持プレート３５を規制部１５
に当接させる（図３（ｃ）の状態）。これで連結完了となる。このとき、支柱部材２１Ｃ
の緊結部２８のホルダー２４の位相は根がらみ用の支柱部材１の緊結部３のホルダー４の
位相と周方向で一致している（図７の状態）。
　このように根がらみ用の支柱部材１に支柱部材２１Ｃを連結することで支柱部材２１Ｃ
はロック状態となって上方への引き抜き力に対してロック金具３１の本体プレート３２が
係合部１４に当接して支柱部材２１Ｃの引き抜きが防止される。このように、根がらみ用
の支柱部材１では通常ほぞとほぞ孔の関係で支柱部材を連結する際のロック部材をそのま
まほぞとほぞ孔の関係でない場合でもロック部材として利用することになる。
【００２９】
　また、図３（ａ）～（ｃ）の工程後に、隣接する支柱Ｐ同士において根がらみ用の支柱
部材１の緊結部３に布材４１を架設する場合には、図４（ａ）に示すように、布材４１の
クサビ片４２を緊結部３の係止させるホルダー４の真上に配置する。このとき、クサビ片
４２はカバー１１の下端１１ａの下側に配置される。また、この配置位置はピン１０とは
重複する位置となる。しかし、ピン１０はちょうど緊結部３のホルダー４（４Ａ、４Ｂ）
の交差位置に配置されているため、図４（ａ）のようにクサビ片４２がピン１０と干渉す
ることはなく、クサビ片４２の外面は根がらみ用の支柱部材１の支柱本体２の側面に当接
できる。つまり、ピン１０が障害とならずに正確にクサビ片４２をホルダー４の真上に配
置することができる。そして、布材４１を下降させてクサビ片４２をホルダー４内に挿入
させて、クサビ片４２の上から工具（例えば、ハンマー）で叩き込んで係止させる（（図
４（ｂ）の状態）。ここでは一方向だけのホルダー４へのクサビ片４２の係止作業を説明
したが、四方のホルダー４すべてにおいてその上方にクサビ片４２を配置させる際にピン
１０が邪魔になることはない。
【００３０】
　上記のように構成することにより本実施の形態の根がらみ用の支柱部材１は以下のよう
な効果を奏する。
（１）根がらみ用の支柱部材１は連結した支柱部材２１Ｃの引き抜きを防止するためのロ
ック手段（溝１３に形成した係合部１４とロック金具３１の支持プレート３５）を設けて
いるため、引き抜き力が作用しても支柱部材２１Ｃが脱落してしまうことがない。そして
、ロック金具３１は本来はほぞ２５、２９に係合させる部材であるが、外方に突出してい
る（突起している）部分を有する部材でもあるため、この部分を利用して支柱部材２１Ｃ
の引き抜きを防止することができ、仮設足場Ｔにおいて特に別の係合手段を用いずに従来
からの規格であるロック金具３１を使用して根がらみ用の支柱部材１にもロック手段を設
けることができる。
　また、根がらみ用の支柱部材１に対して相対的に支柱部材２１Ｃを周方向に回動させる
だけでロックされて、しかも緊結部３の位相が仮設足場Ｔの他の緊結部３、２３Ａ～２３
Ｃ、２８の位相と揃うようになっているため、作業性もよい。
（２）仮設足場Ｔにおいて地上面Ｓの高さの違いによって、短い長さの根がらみ用の支柱
部材１を使用する場合において、ジャッキ型ベース金具４５の調節ナット４がねじ棒４７
の低い位置にある場合にはねじ棒４７が支柱本体２を突き抜けてしまう（つまり、調節ナ
ット４がねじ棒４７の低い位置にある）ような場合がある。本実施の形態の根がらみ用の
支柱部材１では上方に配置される支柱部材２１Ｃはほぞとほぞ孔の関係で連結されず、支
柱本体２、２７同士が連通しているため、ねじ棒４７は支柱本体２、２７を通して自由に
進退できることとなる。
（３）根がらみ用の支柱部材１は上方に配置される支柱部材２１Ｃとの支柱本体２、２７
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同士の当接部分（上端２ａと下端２７ａ）が周囲からしっかり視認できるため、正しく支
柱本体２、２７同士が接続されているかどうかを確認しやすい。
（４）ピン１０はちょうど緊結部３のホルダー４（４Ａ、４Ｂ）の交差位置に配置されて
いるため、クサビ片４２を係止させるホルダー４の真上に配置するためにピン１０が干渉
してクサビ片４２のホルダー４のポケット５への係合の邪魔になることがない。
　ここで、もし、ピン１０がホルダー４のポケット５にかかる位置に配置されていたとす
るとクサビ片４２はピン１０が邪魔でこのようなピン１０と緊結部３の間隔ではなんらか
の対策（例えば、クサビ片４２の横幅を従来のものより狭くする。ポケット５を小さくす
る。緊結部３、２８の間隔をずべての支柱部材でもっと長くする等）を講じなければなら
ない。このようにピン１０をホルダー４のポケット５にかかる位置に配置しなければその
ような従来品とは異なる規格サイズに変更する必要はない。もちろん、支柱本体２を長く
してピン１０の下端１０ａと緊結部３の上端３ａとの間隔をクサビ片４２の長さよりも長
くすれば、このようにピン１０の位置を配慮しなくともよいわけであるが、緊結部３の位
置はすでに規格サイズとして存在する根がらみ用の支柱部材２１Ａの緊結部２３Ａに合わ
せる必要や、他の規格サイズの支柱部材との連結性等から単純に支柱本体２を長くするこ
とは困難である。
（５）支柱部材２１Ｃは根がらみ用の支柱部材１のピン１０のみならず、カバー１１によ
っても包囲されることとなり、長手方向にかなり広い範囲で保持されるため、保持状体で
がたつきにくい。
（６）ピン１０はカバー１１によってすべてが周方向に連結されることとなり、ピン１０
の上部が片持ち梁状にならず、堅固になる。
【００３１】
　上記実施の形態は本発明の原理およびその概念を例示するための具体的な実施の形態と
して記載したにすぎない。つまり、本発明は上記の実施の形態に限定されるものではない
。本発明は、例えば次のように変更した態様で具体化することも可能である。
　・上記実施の形態の根がらみ用の支柱部材１の形態は一例であって、他の態様で実施す
ることも自由である。例えば、
１）ピン１０を２本又は４本以上で構成すること。ピン１０が２本であっても上部にカバ
ー１１のようなリング状の部材があれば支柱部材２１Ｃを連結することが可能である。
２）カバー１１の上下長さや溝１３の形状を変更すること。上記実施の形態では筒状に構
成していたが、リング状であれば筒状でなくともよい。例えば、指輪上記の断面円形のリ
ング体をピン１０の上部に固着するようにしてもよい。
３）緊結部３の形状を変更すること。緊結部の形状は本実施の形態のような同じ高さにホ
ルダーのある場合以外に、隣接するホルダーの高さが異なるもの、鍔状のもの等様々な種
類があるが、どのような緊結部であっても本発明は適用可能である。
４）支柱本体２の長さや径を変更すること、等である。規格サイズの変更等があれば上記
のサイズの変更もありうる。
【００３２】
　・図１０に示すように、根がらみ用の支柱部材１をカバー１１のようなリング部を有さ
ずに使用することも可能である。図１０ではカバー１１をなくし、ピン１０をそのぶん長
めにすることで上方に設置される柱部材２１Ｃの安定性を確保した。このような形状であ
っても柱部材２１Ｃを連結することが可能である。そして、上記実施の形態と同様の効果
が奏される。
　この場合にカバー１１に形成した引き抜き防止手段の代わりに、ピン１０に係合爪６１
を固着し、この係合爪６１にロック金具３１を係合させるようにして柱部材２１Ｃの引き
抜きを防止することができる。
　・上記実施の形態の根がらみ用の支柱部材１では連結させる側である柱部材２１Ｃのロ
ック金具３１を利用して引き抜きを防止するようにしていたが、ロック金具３１を利用し
ない選択もある。例えば、支柱部材２１Ｃ側のロック金具３１を取り外し、透孔３６を露
出させ、透孔２６、３６を照合させて別途用意したピン部材を挿し込むようにしてもよい
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。あるいは、例えば柱部材２１Ｃ側のロック金具３１を取り外し、透孔３６の内側に外部
に出没する突起を形成し、透孔２６、３６を照合させて突起をそれらに挿通させるように
してもよい。
　・上記実施の形態ではロック手段として溝１３の係合部１４はロック金具３１の支持プ
レート３５に干渉するようになっていたが、支持プレート３５以外の部分、例えば本体プ
レート３２に干渉するようにしてもよい。
　・上記実施の形態ではピン１０の上部にリング部材としてのカバー１１を形成するよう
にしたが、カバー１１がなく、ピン１０だけを支柱本体２の外周に固着して支柱本体２の
上端から上部に突出させるようにしてもよい。
　・第１の支柱部材の突出部分として、上記実施の形態では一例としてロック金具３１の
支持プレート３５を利用するようにしたが、他の突出部分を利用することもできる。例え
ば、図１２のロックピン１１７はロック状態で先端と他端が突出するため、これを使用す
ることも可能である。
　・リング部材としてのカバー１１を使用せず棒部材（上記ではピン１０）を支柱本体の
１８０度対向する位置で２本で使用する場合には棒部材の形状は断面円形ではなく、連結
される支柱部材（上記では支柱部材２１Ｃ）の周方向を包囲するように図１１のような湾
曲して横方向に幅のある棒部材５１を用いることがよい。横方向に幅があることで内側に
収容した支柱部材が脱落しないようにしなければならないからである。湾曲していなくと
も、例えば断面長方形のように横方向に幅のある棒部材であればよい。
・溝部１３の形状は上記に限定されるものではない。上記のように逆Ｌ字状でなくとも支
持プレート３５が係合されるような溝部１３は種々ありうる。
・上記実施の形態では仮設足場用の支柱部材として根がらみ用の支柱部材１に適用する例
で説明したが、このような支柱本体の上端から突出する均等な間隔で配置された複数の金
属製の棒部材を有する構造であれば、根がらみ用以外の位置に使用することもよい。支柱
部材として根がらみ用以外の位置で使用することで、共通した部材を使用できるためコス
トを削減できるからである。また、支柱を構成する支柱部材において途中で部分的にほぞ
がない方がよい場合、例えば支柱本体内部に配線をする場合等で部分的にほぞを使用しな
い支柱部材を支柱の途中に設けたい場合等にも使用できる。つまり、第２の支柱部材が根
がらみ用ではない支柱部材であってもよい。
　本願発明は上述した実施の形態に記載の構成に限定されない。上述した各実施の形態や
変形例の構成要素は任意に選択して組み合わせて構成するとよい。また各実施の形態や変
形例の任意の構成要素と、発明を解決するための手段に記載の任意の構成要素または発明
を解決するための手段に記載の任意の構成要素を具体化した構成要素とは任意に組み合わ
せて構成するとよい。これらについても本願の補正または分割出願等において権利取得す
る意思を有する。
　また、意匠出願への変更出願により、全体意匠または部分意匠について権利取得する意
思を有する。図面は本装置の全体を実線で描画しているが、全体意匠のみならず当該装置
の一部の部分に対して請求する部分意匠も包含した図面である。例えば当該装置の一部の
部材を部分意匠とすることはもちろんのこと、部材と関係なく当該装置の一部の部分を部
分意匠として包含した図面である。当該装置の一部の部分としては、装置の一部の部材と
てもよいし、その部材の部分としてもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１…第２の支柱部材としての根がらみ用の支柱部材、２…支柱本体、３…緊結部、５…
ポケット、２１Ｂ…第１の支柱部材としての長尺の支柱部材、２１Ｃ…第１の支柱部材と
しての短尺の支柱部材、２５，２９…ほぞ、３１…ロック機構としてのロック金具、
４３…緊結部としての緊結ホルダー、１１７…ロック機構としてのロックピン、Ｐ…支柱
、Ｔ…仮設足場。
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